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前
納
の
申
し
込
み
に
つ
い
て

　
現
金
納
付
に
よ
る
２
年
前
納
は

年
金
事
務
所
へ
申
し
込
み
が
必
要

で
す
。
支
払
期
限
が
４
月
30
日
で

す
の
で
、
余
裕
を
も
っ
て
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

　
３
月
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料

の
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
る
前
納
に
つ
い
て
、
年
度

の
途
中
か
ら
ま
と
め
て
振
替
（
立

替
）で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
６
カ
月
前
納
を
選
択

し
た
人
で
初
回
振
替
日
が
５
月
末

か
ら
９
月
末
と
な
る
場
合
は
、
最

初
の
10
月
末
に
初
め
て
６
カ
月
分

ま
と
め
て
（
前
納
）
の
振
替
（
立

替
）
と
な
り
ま
す
。　

納
付
方
法
に
つ
い
て

　

６
カ
月
分
（
４
月
～
９
月
）、

１
年
度
分
、
２
年
度
分
の
現
金

前
納
の
支
払
期
限
は
４
月
30
日
で

す
。
６
カ
月
分
（
10
月
～
翌
年
３

月
）
の
現
金
前
納
の
支
払
期
限
は

10
月
31
日
で
す
。
金
融
機
関
・
郵

便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
、
前
納
用
の
納
付
書
に
て
お
支

払
い
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
保
険

料
額
が
30
万
円
を
超
え
る
納
付
書

は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は

お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
。

国民
年金

第
１
号
被
保
険
者
保
険
料

１
万
６
９
８
０
円

　
国
民
年
金
保
険
料
額
の
変
更
に

伴
い
前
納
の
保
険
料
額
も
変
わ
り

ま
す
。

令
和
６
年
度

国
民
年
金
保
険
料
の
お
知
ら
せ

し
、宣
誓
の
日
時
を
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

②
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
宣
誓

予
約
し
た
宣
誓
の
日
時
に
お
二

人
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

③
宣
誓
書
受
領
証
の
交
付

宣
誓
書
受
領
証
は
行
政
サ
ー
ビ

ス
等
の
利
用
時
に
活
用
い
た
だ

け
ま
す
。

※
そ
の
他
、宣
誓
手
続
き
に
必
要

な
書
類
や
、宣
誓
に
よ
り
利
用

で
き
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ

い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い

問
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

　
☎
43
・
５
２
１
２

多様性
　

市
で
は
、性
的
指
向
お
よ
び
性

自
認
に
関
わ
ら
ず
誰
も
が
人
権
を

尊
重
さ
れ
、自
己
実
現
を
図
り
、自

分
ら
し
く
生
き
生
き
と
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指

し
、４
月
１
日
か
ら「
南
あ
わ
じ
市

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
」を

導
入
し
ま
す
。

　

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度

は
、性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
二

人
が
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
届
け
出
し
た
こ
と
を
市
が

証
明
す
る
制
度
で
す
。

対
象
者　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
人

・
満
18
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

・
市
内
に
住
所
を
有
す
る
か
、市

内
へ
の
転
入
を
予
定
し
て
い
る

こ
と

・
配
偶
者（
事
実
婚
を
含
む
）が
い

な
い
こ
と

・
相
手
方
以
外
の
者
と
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
の
関
係
に
な
い
こ
と

・
双
方
が
近
親
者
で
な
い
こ
と

手
続
き
の
流
れ

①
事
前
審
査
・
予
約

宣
誓
を
希
望
す
る
日
の
１
週
間

前
ま
で
に
必
要
書
類
を
提
出

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓

制
度
が
始
ま
り
ま
す

給付金
一定の所得層世帯対象

給付金を支給します

市ホームページ

令和６年度国民年金保険料
納付方法 １カ月分 ６カ月分 １年分 2年分
月々の

現金払い 16,980円 101,880円 203,760円 ※413,880円

前　
納

現金・
クレジット － 101,050円 200,140円 398,590円

口座振替 16,920円
（早割） 100,720円 199,490円 397,290円

項目 生活応援給付金 均等割のみ課税世帯
支援給付金

支給対象と
なる世帯

　基準日（令和５年12月１日）に、南あわじ
市の住民基本台帳に記録されている人で、次の
要件をすべて満たす世帯
❶世帯の令和５年度市民税所得割額の合計が

97,000円未満であること（非課税世帯、生
活保護世帯等を除く）

❷非課税世帯に対する給付金、均等割のみ課税
世帯支援給付金の支給を受けていない、また
はこれらの給付金を受けた者を含む世帯では
ないこと

　基準日（令和５年12月１日）に、南あわじ
市の住民基本台帳に記録されている人で、次の
要件をすべて満たす世帯
❶世帯の全員が、令和５年度市民税が課税され

ている者（親族等）に扶養されている世帯で
はないこと

❷世帯に令和５年度市民税所得割が課されてい
ないこと

❸非課税世帯に対する給付金の支給を受けてい
ない、または受けた者を含む世帯ではないこ
と

支給額 １世帯２万円 １世帯10万円

申請方法

　対象と思われる世帯には、市から３月中旬に
申請書を送付しています。内容を確認して、同
封の返信用封筒で返送してください。
　市役所本館１階福祉課窓口、各市民交流セン
ターでも受付しています。
※市民交流センターでは預かりのみとなり、記

載内容や添付書類等の確認は出来ませんので
ご了承ください

　対象と思わる世帯には、市から２月中旬に確
認書を送付しています。内容を確認して、同封
の返信用封筒で返送してください。
　市役所本館１階福祉課窓口、各市民交流セン
ターでも受付しています。
※市民交流センターでは預かりのみとなり、記

載内容や添付書類等の確認は出来ませんので
ご了承ください

注意事項

　世帯の中に令和５年１月２日以降に南あわじ
市へ転入した人が含まれる場合は、該当する人
の課税証明書の添付が必要です。
　令和５年１月１日に住民票のあった市町村で
課税証明書の交付を受けてください。
※高校生以下は不要

ー

申請期限 ５月15日（水） ５月15日（水）

※令和７年度の保険料を 17,510 円で算出（16,980 円× 12 月＋ 17,510 円× 12 月＝ 413,880 円）

明
石
年
金
事
務
所
管
内

出
張
年
金
相
談

▽
日
時　
５
月
23
日（
木
）

　
午
前
10
時
15
分
～
午
後
３
時

▽
場
所　
洲
本
市
文
化
体
育
館

▽
受
付
期
間　
４
月
23
日（
火
）～

※
満
席
に
な
り
次
第
受
付
終
了

▽
受
付
方
法　
明
石
年
金
事
務
所

へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

問
明
石
年
金
事
務
所

　
☎
０
７
８
・
９
１
２
・
４
９
８
３

問
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

　
☎
43・５
２
１
２

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、一定の所得層世帯に対して、給付金を支給します。
　対象と思われる世帯には案内を送付しています。

問給付金コールセンター☎ 43-5170

▶ マイナンバーカード出張申請受付中
　身体的な理由などで市役所まで行くのが難しい人を対象に、平
日に職員がご自宅などを訪問し、マイナンバーカードの申請をサ
ポートする個別訪問の予約を受け付けています。入院・入所中の
人は、病院や施設と調整の上、市内に限り訪問することも可能です。
※完全予約制
※ご希望の日時に沿えない場合もあります
問総合窓口センター☎43-5212




